
東京学芸大学附属幼稚園小金井園舎園則の一部改正について 

 

改正理由：学校保健安全法との用語の統一に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，幼稚園の全部又は一部

の休業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

附 則 

この園則は，平成30年２月13日から施行する。 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，伝染病予防上必要があるときは，臨時に，幼稚園の全部又は一部の

休業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

 

 

 

 



東京学芸大学附属幼稚園竹早園舎園則の一部改正について 

 

改正理由：学校保健安全法との用語の統一に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，幼稚園の全部又は一部

の休業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

附 則 

この園則は，平成30年２月13日から施行する。 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，伝染病予防上必要があるときは，臨時に，幼稚園の全部又は一部の

休業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

 

 



東京学芸大学附属世田谷小学校校則の一部改正について 

 

改正理由：学校保健安全法との用語の統一に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の

休業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

附 則 

この校則は，平成30年２月13日から施行する。 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，伝染病予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の休

業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

 

 



東京学芸大学附属小金井小学校校則の一部改正について 

 

改正理由：学校保健安全法との用語の統一に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の

休業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

附 則 

この校則は，平成30年２月13日から施行する。 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，伝染病予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の休

業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

 

 



東京学芸大学附属大泉小学校校則の一部改正について 

 

改正理由：学校保健安全法との用語の統一に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の

休業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

附 則 

この校則は，平成30年２月13日から施行する。 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，伝染病予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の休

業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

 

 



東京学芸大学附属竹早小学校校則の一部改正について 

 

改正理由：学校保健安全法との用語の統一に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の

休業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

附 則 

この校則は，平成30年２月13日から施行する。 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，伝染病予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の休

業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

 

 



東京学芸大学附属世田谷中学校校則の一部改正について 

 

改正理由：学校保健安全法との用語の統一に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の

休業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

附 則 

この校則は，平成30年２月13日から施行する。 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，伝染病予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の休

業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

 

 



東京学芸大学附属小金井中学校校則の一部改正について 

 

改正理由：学校保健安全法との用語の統一に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の

休業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

附 則 

この校則は，平成30年２月13日から施行する。 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，伝染病予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の休

業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

 

 

 



東京学芸大学附属竹早中学校校則の一部改正について 

 

改正理由：学校保健安全法との用語の統一に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の

休業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

附 則 

この校則は，平成30年２月13日から施行する。 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，伝染病予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の休

業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

 

 

 



東京学芸大学附属高等学校校則の一部改正について 

 

改正理由：学校保健安全法との用語の統一に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第１１条 学長は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部

の休業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

附 則 

この校則は，平成30年２月13日から施行する。 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第１１条 学長は，伝染病予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の

休業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

 

 

 



東京学芸大学附属国際中等教育学校校則の一部改正について 

 

改正理由：学校保健安全法との用語の統一に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の

休業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

附 則 

この校則は，平成30年２月13日から施行する。 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第９条 学長は，伝染病予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の休業

を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

 

 

 

 



東京学芸大学附属特別支援学校校則の一部改正について 

 

改正理由：学校保健安全法との用語の統一に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第１２条 学長は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部

の休業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

附 則 

この校則は，平成30年２月13日から施行する。 

 

    〔省略〕 

 

 （臨時休業） 

第１２条 学長は，伝染病予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部

の休業を行うことができる。 

 

    〔省略〕 

 

 

 

 

 

 


